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カワセグループ 

   スタッフ職 退職金規定 

 

 

(目的) 

第１条 この退職金規定（以下「本規定」という）は、カワセグループ（株式会社グリーンパッケージ一、

株式会社グリーンロジスティックス及び株式会社川瀬商店）のスタッフ職賃金規定に基づき、従

業員の退職金に関する事項について定めるものである。 

 

(差別待遇の禁止) 

第２条 本規定においては、特定の者につき不当な差別的な取扱いをしない。 

 

 (適用範囲)   

第３条 本規定は、スタッフ職就業規則第２条の①に規定する従業員（以下「従業員」という）に適用す

る。ただし、次の各号に揚げる者については本規定を適用しない。 

① 嘱託社員 

② 臨時に雇い入れられる者 

③ 日々雇い入れられる者 

 

 (支給要件) 

第４条 退職金は、勤続期間満２年以上（他社へ派遣されている従業員については勤続期間満３年以上）

の従業員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。 

① 定年退職したとき 

② 死亡したとき 

③ 業務上の傷病、疾病により退職したとき 

④ 役員に就任したとき（兼務役員を除く） 

⑤ 自己都合により退職した場合 

  ２）ただし、従業員が会社の都合で退職する場合においては、勤続期間が満１年以上の従業員を対象 

   とする。 

 

 (基本退職金) 

第５条 従業員の退職金の支給額は、退縮時の基本給に退職事由および勤続期間に応じ、次の各号に定め 

   る給付率（別表）を乗じた額とする。 

① 前条第１項第①号から第④号による退職・・・別表１もしくは別表４（他社へ派遣されている従

業員） 

② 前条第１項第⑤号による退職・・・別表２もしくは別表５（他社へ派遣されている従業員） 

   

 （特別功労金） 

第６条 在職中、特に苦労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給する

ことがある。支給額は、その都度その功労の程度を勘案して定める。 

 

 (退職金の支給制限) 

第７条 従業員が懲戒解雇された場合は、本規定による退職金を支給しない。 

  ２）従業員が諭旨解雇された場合は、本規定による退職金の全部または一部を支給しないことがある。 
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 (退職金の支給時期) 

第８条 退職金は、退職金請求手続き終了後から１か月以内に支給する。 

 

 (遺族の範囲および順位)   

第９条 従業員が死亡したときの退職金については、下記の順序で支給する。 

（１） 配偶者 

（２） 子 

（３） 父母 

（４） 祖父母 

（５） 兄弟姉妹 

 

 (勤続年数の計算)  

第１０条  スタッフ職については、これまで退職手当制度が無かったため、退職金支給額計算のための勤

続期間は、カワセグループに入社した時期に応じて下記のとおり計算する。 

① ２０２０年４月１日以降にカワセグループに入社した社員 

会社へ入社した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月から退職又は死亡した日の

属する月までとし、１年未満は月割計算する。 

② ２０２０年３月３１日以前にカワセグループに入社した社員 

２０２０年４月から退職又は死亡した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月ま 

でとし、１年未満は月割計算する。 

  ２）休職期間は、勤続期間に通算しない。ただし、会社都合により休職を命じた場合の他、特別の事 

   情があって会社が特に認める場合は勤続期間に通算する。 

  ３）育児休業期間および介護休業期間は、勤続期間に通算しない。 

  ４）カワセグループの別会社より移籍した従業員については、以前在籍していたカワセグループの別 

   会社の勤続年数を通算する。 

 

 (端数処理) 

第１１条  本規定における支給額の計算について、円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。 

 

 (規定の改廃)   

第１２条  本規定は、社会経済情勢の変化により、退職金制度の改正を要する事由が生じた場合には、そ

の一部もしくは全部を改訂または廃止することがある。 

 

附則  この規定は、2024年 10月 1日より適用する。 
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別表１ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 

勤続期間 給付率（倍） 

2年以上 3年未満 0.400  

3年以上 5年未満 0.800  

5年以上 10年未満 1.000  

10年以上 15年未満 2.000  

15年以上 20年未満 3.000  

20年以上 5.000  

勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 

1年 0.200 13年 2.720 25年 7.520 

2年 0.400 14年 3.120 26年 7.920 

3年 0.720 15年 3.520 27年 8.320 

4年 0.720 16年 3.920 28年 8.720 

5年 1.000 17年 4.320 29年 9.120 

6年 1.000 18年 4.720 30年 9.520 

7年 1.200 19年 5.120 31年 9.920 

8年 1.200 20年 5.520 32年 10.320 

9年 1.520 21年 5.920 33年 10.720 

10年 1.520 22年 6.320 34年 11.120 

11年 1.920 23年 6.720 35年 11.520 

12年 2.320 24年 7.120     

勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 

2年 0.140 14年 2.028 26年 7.524 

3年 0.324 15年 2.640 27年 7.904 

4年 0.324 16年 2.940 28年 8.284 

5年 0.550 17年 3.240 29年 8.664 

6年 0.550 18年 3.540 30年 9.044 

7年 0.660 19年 3.840 31年 9.424 

8年 0.660 20年 4.692 32年 9.804 

9年 0.836 21年 5.032 33年 10.184 

10年 0.988 22年 5.372 34年 10.564 

11年 1.248 23年 5.712 35年 10.944 

12年 1.508 24年 6.052     

13年 1.768 25年 7.144     
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別表４ 

勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 

1年 1.200  13年 5.000  25年 10.300  

2年 1.200  14年 5.400  26年 10.800  

3年 1.500  15年 5.800  27年 11.300  

4年 1.500  16年 6.300  28年 11.800  

5年 1.800  17年 6.800  29年 12.300  

6年 2.100  18年 7.300  30年 12.800  

7年 2.500  19年 7.800  31年 13.200  

8年 2.900  20年 8.300  32年 13.600  

9年 3.300  21年 8.700  33年 14.000  

10年 3.800  22年 9.100  34年 14.400  

11年 4.200  23年 9.500  35年 15.400  

12年 4.600  24年 9.900      

 

別表５ 

勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 勤続期間 給付率（倍） 

3年 0.800  14年 4.300  25年 9.200  

4年 0.900  15年 4.700  26年 9.600  

5年 1.300  16年 5.100  27年 10.000  

6年 1.600  17年 5.500  28年 10.500  

7年 1.900  18年 5.900  29年 11.000  

8年 2.200  19年 6.400  30年 11.500  

9年 2.500  20年 6.900  31年 11.900  

10年 2.900  21年 7.400  32年 12.300  

11年 3.200  22年 7.800  33年 12.800  

12年 3.500  23年 8.200  34年 13.200  

13年 3.900  24年 8.700  35年 13.700  

 

以上 


